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多重債務問題 ・・・貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、

その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸
問題をいう。 （貸金業法附則第66条）

多重債務者 ・・・消費者金融等からの複数債務を抱える債務者や返しきれない債務を抱える債務者

改正貸金業法成立
（2006.12.13）

改正貸金業法完全施行
（2010.6.18）

１．貸金業者からの無担保無保証借入の１人当たり残高及び複数件の借入残高がある人数の推移①
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１．貸金業者からの無担保無保証借入の１人当たり残高及び複数件の借入残高がある人数の推移②

緊急事態宣言
（2020.4.7）

新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策（4.20閣議決定）
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【参考】多重債務相談窓口に関する新たな取組み

・相談対応を必要とする者が無料相談会や常設の相談窓口を認知できるよう、例年実施して

いるポスターの掲出、リーフレットの配布・設置に加え、新たにインターネット広告

（Yahoo!、Google）を実施。

 多重債務相談窓口の周知

インターネット広告の実施（多重債務者相談強化キャンペーン2020 ）

・多重債務相談窓口には、多重債務者本人ではなくその家族が相談に訪れるような場合もあ

る。このようなケースでは、①債務者本人に多重債務の自覚がなく問題解決の意思が希薄、

②家族への心理的支援を始めとする適切なフォローが必要、など通常の相談対応とは異なる

対応が必要となる一方で、相談員の知見が必ずしも十分ではない。

⇒「生活再建支援カウンセリング」を通じて債務者の家族への相談対応に知見のある貸金業

協会と連携し、財務局の多重債務相談員向けの研修を実施。

 相談対応の質的向上

多重債務者の家族向けの相談対応に関する研修の実施
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【参考】新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応（貸付条件の変更等の状況）①

・ 主要行等とは、みずほ銀行、みずほ信託銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、 三井住友銀行、 りそな銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、
あおぞら銀行をいう。

・ 地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行及び埼玉りそな銀行をいう。
・ その他の銀行とは、主要行等・地域銀行を除く国内銀行、外国銀行支店、整理回収機構をいう。
・ 左端の欄中の括弧内は、令和２年10月末時点の金融機関数。
・ 件数は、貸付債権ベース

○2020年３月10日～2020年10月末の実績
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[債務者が中小企業者である場合] （単位：件）

A/(A+B)

47,093 37,472 1,229 7,011 1,381 96.8%

245,363 219,976 1,136 18,896 5,355 99.5%

597 482 26 56 33 94.9%

293,053 257,930 2,391 25,963 6,769 99.1%

実行(A)

その他の銀行(77)

主要行等(9)

地域銀行(102)

合計(188)

申込み
審査中 取下げ謝絶(B)

[債務者が住宅資金借入者である場合] （単位：件）

A/(A+B)

8,588 6,556 206 1,155 671 97.0%

20,440 16,124 317 2,041 1,958 98.1%

660 486 19 83 72 96.2%

29,688 23,166 542 3,279 2,701 97.7%合計(188)

その他の銀行(77)

主要行等(9)

地域銀行(102)

申込み
実行(A) 謝絶(B) 審査中 取下げ



・ 信用金庫には信金中央金庫の計数、信用組合には全国信用協同組合連合会の計数、労働金庫には労働金庫連合会の計数をそれぞれ含む。
・ 信農連・信漁連はそれぞれ信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会の略。農林中央金庫の計数を含む。
・ 農協・漁協はそれぞれ農業協同組合、漁業協同組合の略。
・ 労働金庫、信農連・信漁連、農協・漁協については令和２年３月13日から令和２年９月末までの実績を記載。
・ 左端の欄中の括弧内は、令和２年９月末時点の金融機関数。
・ 件数は、貸付債権ベース。

○2020年３月10日～2020年９月末の実績

【参考】新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応（貸付条件の変更等の状況）②
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[債務者が中小企業者である場合] （単位：件）

A/(A+B)

209,915 190,620 898 14,062 4,335 99.5%

34,946 32,761 74 1,473 638 99.8%

7 7 0 0 0 100.0%

1,138 1,074 2 30 32 99.8%

2,419 2,080 18 229 92 99.1%

248,425 226,542 992 15,794 5,097 99.6%

実行(A)

信用金庫(255)

信用組合(146)

労働金庫(14)

信農連・信漁連(61)

農協・漁協(660)

合計(1136)

申込み 審査中 取下げ謝絶(B)

[債務者が住宅資金借入者である場合] （単位：件）

A/(A+B)

9,415 8,156 82 684 493 99.0%

1,659 1,522 5 75 57 99.7%

2,620 2,109 95 229 187 95.7%

32 28 0 2 2 100.0%

1,750 1,457 9 148 136 99.4%

15,476 13,272 191 1,138 875 98.6%合計(1136)

信用金庫(255)

信用組合(146)

労働金庫(14)

信農連・信漁連(61)

農協・漁協(660)

申込み 実行(A) 謝絶(B) 審査中 取下げ



【参考】「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス感染症への適用について
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2020年10月30日、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」において、「自然
災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を
策定・公表。同年12月１日適用開始。



１－１．相談件数（受付年度別推移）

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センターから寄せられた「多重債務」に関する相談件数（2020年10月31日登録分まで）。

２．「多重債務」に関する消費生活相談の概況（１）
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２．「多重債務」に関する消費生活相談の概況（２）

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センター等から寄せられた「多重債務」に関する相談件数（2020年10月31日登録分まで）。

１－２．相談件数（受付月別推移）

8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4
月

6
月

8
月

1
0
月

1
2
月

2
月

4
月

6
月

8
月

1
0
月

1
2
月

2
月

4
月

6
月

8
月

1
0
月

1
2
月

2
月

4
月

6
月

8
月

1
0
月

1
2
月

2
月

4
月

6
月

8
月

1
0
月

1
2
月

2
月

4
月

6
月

8
月

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

（件）



相談件数（受付月別推移）

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センターから寄せられた「新型コロナ関連」に関する相談件数（2020年10月31日登録分まで）。

（参考）新型コロナ関連の消費生活相談の状況

9

（件） （件）



２．「多重債務」に関する消費生活相談の概況（２）

２－２．相談事例（2020年受付分より）

○新型コロナウイルスの関係で妻が働けず、収入が減った

為、クレジット会社からの請求が支払えない。分割払いにし

てもらえないか。（3月）

○亡くなった義兄にサラ金から請求書が届いた。詳細を問い

合わせたが、教えてもらえず書類で通知すると言われた。対

処法は。（5月）

○新型コロナの影響で収入が少なくなって困り、スマホでヤミ

金と知らずに借金の申し込みをしてしまった。怖くなったので

申し込みを取消したいが、どうしたらよいか。（5月）

○生活費補填のためクレカを利用していたが返済困難。さら

に新型コロナウイルスの影響で来月から勤務先が休業予

定。生活不能。（5月）

○１０年以上前にサラ金で借金をしたが、完済する前にトラブ

ルになり、そのままになっており、多額の利息がついて請求

されている。（3月）

○銀行のフリーローン約３５０万円の債務がある。返済できず

滞納しているので、債務整理したい。（3月）

○数年前カードの支払いが滞納し弁護士に任意整理を頼み

毎月返済中だが新型コロナの影響で給料が減り返済が厳し

い。自己破産希望。（5月）

○収入が減り、生活費の補てんを補うためにクレジットカード

等でキャッシングを繰り返し多重債務に陥った。債務整理希

望。（9月）

○コロナの関係で勤務日も減らされ、１０社位から借金をして

いる。１社あたりの借り入れは多くはないが、返済が出来な

い。（9月）
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３．様々な形態の取引への対応 （SNS個人間融資・ファクタリング）

１.（2）②（ウ）多様な利用者ニーズへの対応と利便性・安心感の確保

「（前略）コロナ禍の影響等もあって広がりを見せている様々な形態の取引(SNS個

人間融資・ファクタリング等)について、注意喚起等の取組みを更に推進する。」

 SNS個人間融資・ファクタリングに関する注意喚起等の取組の推進

 Twitterにおいて個人間融資の勧誘を行っている悪質な書込みに対し、金融庁公式

アカウントから直接返信することで、個別にも注意喚起(2019年11月～)。

⇒これまでに200件を超える直接返信を実施し、その７割以上でアカウントが削除

・凍結されるなどの効果がみられている。

 SNS事業者やプラットフォーマー等に対し、貸金業登録を受けずにSNS個人間融資

や給与ファクタリングを業として行う者の広告を削除することなどについて要請。

 ファクタリングについて更なる注意喚起を行うため、各種注意喚起情報等を集約

し、解説も加えた特設ページを金融庁ウェブサイトに開設(2020年９月10日)。

 SNS個人間融資やファクタリングについて、政府広報の活用や関係機関との連携を

通じた注意喚起を推進。

これまでの具体的な取組み

令和２事務年度金融行政方針（2020年８月公表）（抜粋）
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直接返信数：281件
・アカウントが削除又は凍結されたもの：208件（74.0%）

・ツイートが削除されたもの ： 17件（ 6.0%）

直接返信の実施状況（2019年11月8日～2020年12月17日）

個人間融資の勧誘を行っている書込み 金融庁公式アカウントからの直接返信

※直接返信の実施例

（2020年10月22日実施分）
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ファクタリングに関する特設ページ

（2020年９月10日金融庁ウェブサイトに掲載）

政府広報

（2020年10月５日～11日ヤフーバナー広告に掲載）

（2020年11月16日～22日ヤフーバナー広告に掲載）

13（2020年12月８日政府インターネットテレビに掲載）
※このほか2020年11月15日・16日に政府広報ラジオ番組を通じて

SNS個人間融資・給与ファクタリングについて注意喚起を実施。



関係機関と連携した注意喚起

（2020年10月21日～11月３日さいたま新都心駅前大型映像装置）

【関東財務局】

【首相官邸LINE】

【厚生労働省facebook・消費者庁LINE】

（2020年７月13日配信） （2020年７月31日配信）

※金融庁・厚生労働省・消費者庁の各Twitterアカウントからも
2020年７月31日に同様の記事を配信。
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４．新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等への対応

■新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等の注意喚起

 コロナ禍において消費者が違法な貸付や融資等の被害に遭わないよう、ウェブサイト、
Twitter、コロナ専用の消費者庁公式LINE等により消費者向け注意喚起を実施。

○給与ファクタリングに係る注意喚起のための
ページを消費者庁ウェブサイトに新設。

消費者庁ウェブサイト
（11月13日新規開設）

消費者庁LINE、Twitter等

○給与ファクタリング、個人間融資、特別定額給付金、持続化給付金の不
正受給等について、LINEやTwitter等により注意喚起。

７月31日配信 ７月10日配信

６月17日配信
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給与ファクタリング
個人間融資

特別定額給付金
持続化給付金の

不正受給
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銀行によるカードローン等貸付け 貸金業者による消費者向け貸付け

（兆円）

（注）「カードローン等」は、カードローン（当座貸越方式）、応急ローンおよびカードキャッシングの合計。
（出典）金融庁「貸金業関係資料集」、日本銀行時系列統計データより、金融庁作成

（年度）

５．銀行カードローンについて

（参考）信用金庫のカードローン等残高

2018年度末 2019年度末

6,244億円 6,106億円

○ 国内銀行のカードローン等の残高と
貸金業者による消費者向け貸付け残高の推移
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（参考）貸金業者等におけるカードローンにかかる求償権残高

（注１）カードローン保証業務を行っている貸金業者28先（連結子会社含む）の合計額

（注２）上記貸金業者等のカードローンに係る債務保証残高（2020年９月末）は、3.9兆円

（注３）一部、カードローン以外の求償権（証書貸付等）を含む

（参考）貸金業者等におけるカードローンにかかる求償権残高

2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 2020年9月末

1,561億円 1,904億円 2,398億円 2,906億円 3,275億円 3,394億円 3,348億円
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